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令和８年度 国立市下水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和８年度国立市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

  

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１） 年間処理水量                １０，６１４，２００ｍ3 

 （２） 一日平均処理水量                  ２９，０８０ｍ3 

 （３） 主要な建設改良事業 

    イ 管路建設改良費             １，４２３，６８３ 千円 

    ロ 流域下水道建設費負担金           １８４，０１２ 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

                 収   入 

 第１款 下水道事業収益              ２，０１６，４８３ 千円 

  第１項  営業収益               １，２４３，８２０ 千円 

  第２項  営業外収益                ７７２，６６３ 千円 

                 支   出 

 第１款 下水道事業費用              ２，１２３，９３７ 千円 

  第１項  営業費用               １，９９１，０８４ 千円 

  第２項  営業外費用                １２９，８５３ 千円 

  第４項  予備費                    ３，０００ 千円 

  

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額３４３，０１０千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額９１，１１５千円、当年度分損益勘定留保資金２５１，７９４千円、過

年度からの繰越利益剰余金１０１千円で補塡するものとする｡）。 

                 収   入 

 第１款 資本的収入                １，７２９，４６４ 千円 

第１項 企業債                 １，０６４，９００ 千円 

第３項 負担金等                      ９６０ 千円 

第６項 補助金                   ５６３，６０４ 千円 

第７項 基金取崩収入                １００，０００ 千円 
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                 支   出 

 第１款 資本的支出                ２，０７２，４７４ 千円 

  第１項 建設改良費               １，６０７，６９５ 千円 

  第２項 企業債償還金                ４５０，１７９ 千円 

第５項 基金積立金                  １１，６００ 千円 

第７項 予備費                     ３，０００ 千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。 

事項 期間 限度額 

ストマネ（管路施設）改築等委託料 令和９年度 １３２，５６４千円 

管渠築造工事費 令和９年度 ２２０，０００千円 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

 

公共下水道債 

 

 

流域下水道債 

 

 

 

千円 

 

８８１，２００ 

 

 

１８３，７００ 

 

 

 

 

 

 

証書借入れ 

又は 

証券発行 

年5.5％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資 金 に つ い

て、利率の見

直しが行われ

た後において

は、当該見直

し後の利率） 

１．借入先 

財務省、東京都、地

方公共団体金融機構

又は銀行その他 

２．償還の方法 

据置期間を含み、

30か年以内の年賦若

しくは半年賦の元金

均等又は元利均等償

還とする。ただし、財

政その他の都合によ

り据置期間若しくは

償還期限を短縮し、

又は繰上償還若しく

は低利に借換えする

ことができる。 
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 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１ ,０００，０００千円と定める。 

 

 （予定支出の各項目の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

（１）営業費用と営業外費用の間の流用 

 
 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

 （１） 職員給与費                 １０１，８５０千円 

 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける額は、 

３１６，２５０千円である。 

 

（利益剰余金の処分） 

第１１条 繰越利益剰余金のうち１０１千円は、次のとおり処分するものと定める。 

（１） 減債積立金                     １０１千円 

 

   令和８年２月２４日提出 

 

東京都国立市長 濵 﨑 真 也   
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（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益 △114,021,000
減価償却費 984,304,000
貸倒引当金の増減額（△は減少） 337,000
賞与引当金の増減額（△は減少） △435,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少） △75,000
固定資産除却費 1,000
受取利息及び配当金 △15,600,000
長期前受金戻入額 △732,511,000
支払利息 98,853,000
未収金の増減額（△は増加） △31,066,000
その他流動資産の増減額（△は増加） △2,740,000
未払金の増減額（△は減少） 47,912,517
小　　　　　計 234,959,517
利息及び配当金の受取額 15,600,000
利息の支払額 △98,853,000
業務活動によるキャッシュ・フロー 151,706,517

2 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △1,230,277,575
無形固定資産の取得による支出 △167,285,000
国庫等補助金による収入 528,690,000
分担金及び負担金による収入 875,000
基金取崩しによる収入 100,000,000
基金への積立てによる支出 △11,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー △779,597,575

3 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 1,064,900,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △450,179,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 614,721,000

資金に係る換算差額
資金増減額 △13,170,058
資金期首残高 445,411,833
資金期末残高 432,241,775

(令和８年４月１日から 令和９年３月３１日まで)

令和８年度国立市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度）
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備考　手当及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

手

当

の

内

訳

本年度

前年度

比較

0

(千円)

15

比　較 192 △ 51 △ 180 0 △ 5 △ 69 △ 1,100 180

15

前年度 660 6,799 180 880 2,504 695 25,123 480

本年度 852 6,748 0 880 2,499 626 24,023 660

(千円) (千円) (千円)

区　分
扶養手当 地域手当 住居手当

管 理 職
手　　当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

時 間 外
勤務手当

通勤手当 期末手当 児童手当

△ 1,130 △ 3,282

管理職員特
別勤務手当

15,351 105,132

△ 1,033

－ 11,236 41,209 37,33613

△ 1－ △ 5 △ 1,114

89,781

△ 2,152

(千円) (千円) (千円)

14,221 101,850－ 11,231 40,095 36,303 87,62912

(人) (人) (千円) (千円) (千円)

区 分

給与費明細書

法定福利費 合　計
特別職 一般職 報　酬 給　料 手　当 計

（１）総括

職　員　数 給　　　　与　　　　費
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　　ア　会計年度任用職員以外の職員

備考　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で、予算の積算の基礎となったものについて記載

　　イ　会計年度任用職員

備考　この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員で、予算の積算の基礎となったものについて記載

手

当

の

内

訳

本 年 度

前 年 度

比 較

比　較

4

前年度

192

手

当

の

内

訳 △ 51

4

0 △ 5

地域手当 住居手当

660

4,405

11

本年度

区　分

前年度

比　較

期末手当

(千円)

区 分

本 年 度

前 年 度

比 較

区 分

(千円)(千円) (千円) (千円)

△ 69

法定福利費 合　計

15

管理職員特
別勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

区　分
扶養手当

管 理 職
手　　当

時 間 外
勤務手当

給　　　　与　　　　費

(千円)

合　計

0

15

職　員　数

15,641

6

15,647

15,641

(人)

6

11,231

11,236

報 酬 手 当

(千円)

計

(千円)

△ 5△ 180

本年度 852 6,748 0

通勤手当 期末手当 児童手当

40,095 31,887 71,982

626 19,607 660880 2,499

8

(千円) (千円)

14,221

15,351

△ 1,130

86,203

89,491

△ 3,288

4,416

15,647

(千円)

180 880 2,5046,799

△ 1,111 180

695 20,718 480

4,416

0

4,405

11

職　員　数

特別職

－ △ 1

給　　　　与　　　　費

給 料一般職

(人) (人)

－

－ 9 41,209 32,931 74,140

△ 1,114 △ 1,044 △ 2,158

手 当 計

(千円) (千円) (千円)
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（２）給料及び手当等の増減額の明細

（３）職員（会計年度任用職員を除く。）の給料及び手当の状況

　　ア　職員１人当たり給与

平均昇給率 0.50%

52

5人

職員数

10月

昇給期

職員数の異動状況

8

9

△ 1

人

人

人

一般行政職

358,075

448,498

48

352,331

426,135

その他の増減分 △ 1,215

平均給料月額（円）

平 均 年 齢 （歳）

平均給料月額（円）

令和８年１月１日現在

平 均 年 齢 （歳）

区　　　　　　　　　分

手 当

令和７年１月１日現在

平均給与月額（円）

平均給与月額（円）

93

給 与 改 定 に
伴 う 増 減 分

勤 勉 手 当 支 給

841

△ 2,048
等 の 変 動 分
職 員 構 成

△2,048千円

制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分

182
182千円

前 年 度

増 減

職 員 構 成
等 の 変 動 分

△1,215千円

月 数 改 正 分

給 料

普 通 昇 給 に
伴 う 増 加 分

その他の増減分

区　　分
増 減 額

（千円）
増 減 事 由 別 内 訳

（千円）

△ 1,114

△ 1,033

説　　　明 備　　　考

本 年 度
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　　イ　初任給

　　ウ　級別職員数

※構成比は四捨五入しているため、100％とならないことがあります。

　　（級別の標準的な職務内容）

232,000

一般行政職 部 長 課 長 課長補佐

計

２級

１級

係 長 主 任

2

2 22.2

9

100.0

22.2

37.5

12.5

0.0

４級

３級

２級

１級

計 8

11.1

2 22.2

2 22.2

構成比（％）
区　　　　　分

一般行政職

職員数（人）

５級

６級

12.5

主 事

令和８年１月１日現在

令和７年１月１日現在

５級

区　　　分 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

４級 37.5

３級

６級

1

3

0

1

3

1

100.0

区　　　　分 一般行政職（円）
国の制度

一般行政職（円）

令和８年１月１日現在

高校卒 200,300 200,300

大学卒 242,000
総合職 242,000

一般職

令和７年１月１日現在

高校卒 188,000 188,000

大学卒 225,500
総合職 230,000

一般職 220,000
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　　エ　期末手当・勤勉手当

　　オ　定年等退職に係る退職手当

　　カ　その他の手当

国立市の制度 国の制度

満16歳～満22歳の子がいる場合 満16歳～満22歳の子がいる場合

加算 加算

　※（　）内は、管理職の支給額 　※（　）内は、管理職の支給額

国立市の制度 国の制度

借家・借間 借家・借間

※35歳未満の職員のみ支給

（27歳までの職員は30,000円）

国立市の制度 国の制度

55,000円 （限度） 150,000円 （限度）

（0円）

6,000円 （3,000円） その他 6,500円 （3,500円）

4,000円

子 13,000円

5,000円

子 13,000円

定年前早期退職
特 例 措 置
(2～ 20 ％加算 )

28,000円 （限度）15,000円 （限度）

その他

0円

47.709

43.00

47.709

43.00

本　　年　　度

前　　年　　度

国　の　制　度

備 考
６月（月分） 12月（月分） 3月（月分）

有

有

支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計
　（月分）

職制上の段階、
職 務 の 級 等 に
よ る 加 算 措 置

有

2.275 2.375

区　　　　　分

支 給 率 等 23.00

区　 　　分
20年勤続の者 25年勤続の者

30.50

35年勤続の者

0.25

（月分） （月分） （月分） （月分）

最 高 限 度

4.90

2.25

2.325

2.35

2.325

0.25 4.85

4.65

通勤手当 異なる

住居手当 異なる

区 分
国の制度
との異同

そ の 他 の
加算措置等

備 考

定年前早期退職
特 例 措 置
(2～ 45 ％加算 )

地域手当 同じ 16%

扶養手当 異なる

配偶者 0円 （0円）

差 異 の 内 容

国 の 制 度
（支 給 率 等）

24.586875 33.27075

配偶者
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千円 千円 千円 千円 千円 千円

220,000 80,000 140,000管渠築造工事費 220,000 令和９年度

債務負担行為に関する調書

前年度までの
支出（見込）額

当該年度以降の
支出予定額

期間

令和９年度

期間 金額

事項

ストマネ（管路施設）改築等委託料

限度額

132,564

金額

132,564

国都支出金

左の財源内訳

企業債

132,564

その他
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（単位：円）

863,637,000

347,463,000

0

361,000 1,211,461,000

223,539,000

33,353,000

185,993,000

381,819,000

947,302,000

1,000 1,772,007,000

560,546,000

4,814,000

14,720,000

3,000,000

672,739,000

2,000 695,275,000

65,183,000

24,709,739 89,892,739 605,382,261

44,836,261

44,836,261

142,213,504

その他未処分利益剰余金変動額 0

187,049,765

(3) 受 託 事 業 収 益

当 年 度 純 利 益

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息

経 常 利 益

(2) 雑 支 出

(2) 他 会 計 補 助 金

(4) 長 期 前 受 金 戻 入

(5) 雑 収 益

(3) 補 助 金

(3)

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金

総 係 費

(4) 流域下水道維持管理負担金

(5) 減 価 償 却 費

営 業 損 失

3 営 業 外 収 益

(6) 資 産 減 耗 費

営 業 費 用

(1) 管 渠 費

(2) ポ ン プ 場 費

国立市下水道事業予定損益計算書（前年度）

当年度未処分利益剰余金

令和７年度

(1) 下 水 道 使 用 料

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

1 営 業 収 益

(2) 雨 水 処 理 負 担 金

(4) そ の 他 の 営 業 収 益

2
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注記           
Ⅰ．重要な会計方針に係る注記 

国立市下水道事業会計については、令和２年度から地方公営企業法を適用し、地方

公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。 
   

１ 固定資産の減価償却の方法 
（１）有形固定資産  

・減価償却の方法 定額法による。 

・主な耐用年数 

建物 ５０年 

構築物 １０～５０年 

機械及び装置 １０～３０年 

車両及び運搬具 ４年 

工具、器具及び備品 ４～２０年 

（２）無形固定資産  

・減価償却の方法 定額法による。 

・主な耐用年数 

施設利用権 ４５年 

地上権 ５年 

 
２ 引当金の計上方法  
（１）退職給付引当金 

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているた

め、退職手当に係る引当金の計上はしていない。 

（２）賞与引当金・法定福利費引当金 

職員の期末勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当

年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月か

ら３月までの４か月分）を計上している。  

（３）貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能額を計上し

ている。 

 
３ 消費税及び地方消費税の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。 
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Ⅱ．予定貸借対照表等に関する注記 
１ 企業債の償還に係る他会計の負担 

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して

１年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる金額

は３，８５０，９９０千円である。 

 

Ⅲ．リース契約により使用する固定資産 

１ リース会計に係る特例措置 

（１）リース取引の処理方法 

地方公営企業法施行規則第５５条に規定するリース会計に係る特例を適

用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理による。 
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